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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　積層された同じ組成の樹脂からなる絶縁層の１つであり配線基板の表面となる表層絶縁
層と、
　前記表層絶縁層内に設けられ、一方の面が前記表層絶縁層の表面に露出し、他方の面と
側面とが前記表層絶縁層に接している銅からなる電極パッドと、
　前記表層絶縁層内に設けられ、一方の面が前記表層絶縁層の表面に露出し、他方の面と
側面とが前記表層絶縁層に接している銅からなる位置合わせマークと、
　前記表層絶縁層の裏面に設けられ、前記電極パッドの他方の面を露出するビアホールと
、
　前記表層絶縁層の裏面に設けられ、前記ビアホール内に設けられたビアにより前記電極
パッドに接続される配線層と、を有し、
　前記位置合わせマークの一方の面は、粗化面とされており、かつ、前記表層絶縁層の表
面に対して窪んだ位置に露出しており、
　前記電極パッドの一方の面は、粗化面とされており、かつ、前記表層絶縁層の表面に対
して窪んだ位置に露出している配線基板。
【請求項２】
　前記粗化面の表面粗さＲａは、５０ｎｍ＜Ｒａ＜２００ｎｍの範囲である請求項１記載
の配線基板。
【請求項３】
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　前記位置合わせマークの平面形状は、円形、矩形、又は十字形である請求項１又は２記
載の配線基板。
【請求項４】
　支持体の一方の面に金属層を形成する工程と、
　前記金属層に位置合わせマーク及び電極パッドとなる銅からなる第１配線層を積層形成
する工程と、
　前記金属層及び前記第１配線層を覆うように、前記支持体の前記一方の面に、積層され
る同じ組成の樹脂からなる絶縁層の１つであり配線基板の表面となる表層絶縁層を形成す
る工程と、
　前記表層絶縁層に、前記第１配線層の前記電極パッドとなる部分を露出するビアホール
を形成する工程と、
　前記表層絶縁層上に、前記ビアホール内に設けられたビアにより前記電極パッドと接続
される第２配線層を形成する工程と、
　前記支持体を除去する工程と、
　前記金属層を除去し、前記表層絶縁層の表面から窪んだ位置に前記第１配線層の前記位
置合わせマークとなる部分及び前記電極パッドとなる部分を露出させる工程と、
　前記第１配線層の前記位置合わせマークとなる部分及び前記電極パッドとなる部分の、
前記表層絶縁層の表面から露出する面を粗化面とする工程と、を有する配線基板の製造方
法。
【請求項５】
　支持体の一方の面に金属層を形成する工程と、
　前記金属層の前記支持体と接する面の反対面を粗化面とする工程と、
　前記金属層に位置合わせマーク及び電極パッドとなる銅からなる第１配線層を積層形成
し、前記第１配線層の前記位置合わせマークとなる部分及び前記電極パッドとなる部分の
前記反対面と接する面に前記粗化面を転写する工程と、
　前記金属層及び前記第１配線層を覆うように、前記支持体の前記一方の面に、積層され
る同じ組成の樹脂からなる絶縁層の１つであり配線基板の表面となる表層絶縁層を形成す
る工程と、
　前記表層絶縁層に、前記第１配線層の前記電極パッドとなる部分を露出するビアホール
を形成する工程と、
　前記表層絶縁層上に、前記ビアホール内に設けられたビアにより前記電極パッドと接続
される第２配線層を形成する工程と、
　前記支持体を除去する工程と、
　前記金属層を除去して、前記第１配線層の前記位置合わせマークとなる部分及び前記電
極パッドとなる部分の、前記粗化面が転写された面を前記表層絶縁層の表面から窪んだ位
置に露出させる工程と、を有する配線基板の製造方法。
【請求項６】
　前記支持体を給電層に利用する電解めっき法により前記金属層を形成すると同時に、前
記金属層の前記支持体と接する面の反対面を粗化面とする請求項５記載の配線基板の製造
方法。
【請求項７】
　エッチング又はブラスト処理により前記金属層の前記支持体と接する面の反対面を粗化
面とする請求項５記載の配線基板の製造方法。
【請求項８】
　エッチング又はブラスト処理により前記表層絶縁層の表面から露出する面を粗化面とす
る請求項４記載の配線基板の製造方法。
【請求項９】
　前記支持体と前記金属層とは異なる材料で構成されており、
　前記支持体を所定のエッチング液で除去した後、前記金属層を前記所定のエッチング液
とは異なるエッチング液で除去する請求項４乃至８の何れか一項記載の配線基板の製造方
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法。
【請求項１０】
　前記金属層を形成する工程では、前記支持体の一方の面に深さ調整層を形成後、更に前
記深さ調整層に金属層を積層形成し、
　前記支持体及び前記深さ調整層を除去後、前記金属層を除去する請求項４乃至９の何れ
か一項記載の配線基板の製造方法。
【請求項１１】
　前記粗化面の表面粗さＲａは、５０ｎｍ＜Ｒａ＜２００ｎｍの範囲である請求項４乃至
１０の何れか一項記載の配線基板の製造方法。
【請求項１２】
　前記位置合わせマークの平面形状は、円形、矩形、又は十字形である請求項４乃至１１
の何れか一項記載の配線基板の製造方法。
【請求項１３】
　請求項１乃至３の何れか一項記載の配線基板と、
　前記配線基板に搭載された半導体チップと、を有する半導体パッケージ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一方の面が粗化面とされた位置合わせマークを有する配線基板及びその製造
方法、並びに前記配線基板に半導体チップを搭載した半導体パッケージに関する。
【背景技術】
【０００２】
　コアレスのビルドアップ基板を例として背景技術について説明する。従来より、ビルド
アップ工法により作製された配線基板が知られている。図１は、ビルドアップ工法により
作製されたコアが無い従来の配線基板を部分的に例示する断面図である。図１を参照する
に、コアが無い配線基板１００は、第１配線層１１０、第１絶縁層１２０、第２配線層１
３０、第２絶縁層１４０が順次積層された構造を有する。
【０００３】
　配線基板１００において、第１配線層１１０は、第１絶縁層１２０の一方の側に形成さ
れた凹部１２０ｙ内に設けられている。第１配線層１１０の一方の面１１０ｓは凹部１２
０ｙから露出している。第１配線層１１０は、電極パッド１１０ａと位置合わせマーク１
１０ｂとを含んで構成されている。電極パッド１１０ａは、半導体チップと接続される接
続端子として用いられる。位置合わせマーク１１０ｂは、半導体チップ等の電子部品を配
線基板１００に搭載する際の位置合わせの基準や、配線基板１００を他の配線基板に搭載
する際の位置合わせの基準等として用いられる。
【０００４】
　第２配線層１３０は、第１絶縁層１２０の他方の側に形成されている。第２配線層１３
０は、第１絶縁層１２０を貫通し第１配線層１１０を構成する電極パッド１１０ａの上面
を露出する第１ビアホール１２０ｘ内に充填されたビア、及び第１絶縁層１２０上に形成
された配線パターンを含んで構成されている。第２配線層１３０は、第１ビアホール１２
０ｘ内に露出した電極パッド１１０ａと電気的に接続されている。
【０００５】
　第２絶縁層１４０は、第１絶縁層１２０上に、第２配線層１３０を覆うように形成され
ている。第２絶縁層１４０上に、更に配線層及び絶縁層を適宜積層することができる。
【０００６】
　続いて、配線基板１００の製造方法について説明する。図２～図５は、従来の配線基板
の製造工程を例示する図である。図２～図５において、図１と同一部品については、同一
符号を付し、その説明は省略する場合がある。始めに、図２に示す工程では、銅箔からな
る支持体２１０を準備し、支持体２１０の一方の面に、第１配線層１１０の形成位置に対
応する開口部２２０ｘを有するレジスト層２２０を形成する。
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【０００７】
　次いで、図３に示す工程では、支持体２１０を給電層に利用する電解めっき法により、
支持体２１０の一方の面に金属層２３０及び第１配線層１１０を積層形成する。金属層２
３０の材料としては、例えばニッケル（Ｎｉ）を用いることができる。第１配線層１１０
の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）を用いることができる。なお、第１配線層１１０の面
１１０ｓは金属層２３０の面２３０ｓと接している。
【０００８】
　次いで、図４に示す工程では、図３に示すレジスト層２２０を除去後、支持体２１０の
一方の面に金属層２３０及び第１配線層１１０を覆うように第１絶縁層１２０を形成する
。そして、第１絶縁層１２０に第１ビアホール１２０ｘを形成してから、第１絶縁層１２
０上に、第１ビアホール１２０ｘを介して第１配線層１１０と電気的に接続する第２配線
層１３０を形成する。そして、第１絶縁層１２０上に第２配線層１３０を覆うように第２
絶縁層１４０を形成し、第２絶縁層１４０上に、更に配線層及び絶縁層を適宜積層する。
【０００９】
　次いで、図５に示す工程では、図４に示す支持体２１０をエッチングで除去する。ここ
では、銅箔からなる支持体２１０を除去し、ニッケル（Ｎｉ）からなる金属層２３０を除
去しないエッチング液を用いる。これにより、金属層２３０はエッチングストップ層とし
て機能し、支持体２１０のみを除去できる。
【００１０】
　次いで、ニッケル（Ｎｉ）からなる金属層２３０のみを除去するエッチング液を用いて
、金属層２３０をエッチングにより除去する。これにより、第１配線層１１０の面１１０
ｓは露出され、図１に示す配線基板１００が完成する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開平１０－１２５８１９号公報
【特許文献２】特開２００２－１９８４６２号公報
【特許文献３】特開２００９－０３３１８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　ところで、電解めっき法により形成された、ニッケル（Ｎｉ）からなる金属層２３０の
面２３０ｓは平滑面である。そのため、図５に示す工程の後に露出された、金属層２３０
の面２３０ｓと接していた第１配線層１１０の面１１０ｓ（電極パッド１１０ａの面１１
０ｓ及び位置合わせマーク１１０ｂの面１１０ｓ）も平滑面となる。ここで、平滑面とは
、表面粗さを示すＲａがＲａ≦５０ｎｍである面をいうものとする。
【００１３】
　前述のように、位置合わせマーク１１０ｂは、半導体チップ等の電子部品を配線基板１
００に搭載する際の位置合わせの基準や、配線基板１００を他の配線基板に搭載する際の
位置合わせの基準等として用いられる。位置合わせマーク１１０ｂの面１１０ｓが平滑面
であることは、半導体チップと配線基板１００との位置合わせ等の際に問題になる。これ
に関して、図６を用いて説明する。
【００１４】
　図６は、従来の位置合わせマークが光を反射する様子を説明するための図である。図６
において、図１と同一部品については、同一符号を付し、その説明は省略する場合がある
。なお、図６において、配線基板１００は、図１とは反転して描かれている。前述のよう
に、電極パッド１１０ａは、半導体チップと接続される接続端子として用いられる。すな
わち、半導体チップは、配線基板１００の電極パッド１１０ａ側に搭載されるが、この際
に半導体チップと配線基板１００との位置合わせが必要になる。
【００１５】
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　図６に示すように、半導体チップ（図示せず）と配線基板１００との位置合わせ等の際
には、光源９１０により位置合わせマーク１１０ｂの面１１０ｓに可視光等を照射し、面
１１０ｓにおける反射光をＣＣＤカメラ等の受光部９２０で受光して位置合わせマーク１
１０ｂを認識する。そして、認識した位置合わせマーク１１０ｂを基準として、半導体チ
ップ（図示せず）と配線基板１００との位置合わせを行う。なお、光源９１０は受光部９
２０と重複しない位置に配置する必要があるため、光源９１０からの照射光は位置合わせ
マーク１１０ｂの面１１０ｓに斜めに入射する。
【００１６】
　ここで、位置合わせマーク１１０ｂの面１１０ｓが平滑面であると、光源９１０からの
照射光は面１１０ｓにおいてほとんど乱反射されない。そのため、光源９１０からの照射
光のほとんどは、入射角（照射光とＺ軸とのなす角）と略同一の反射角（反射光とＺ軸と
のなす角）を有する反射光となり、受光部９２０とは異なる方向に進む（図６の矢印方向
）。その結果、光源９１０からの照射光のほとんどは受光部９２０には入射しないため、
位置合わせマーク１１０ｂを認識することが困難であるという問題があった。位置合わせ
マーク１１０ｂを認識できないと半導体チップを配線基板１００に搭載できない等の問題
が生じる。
【００１７】
　上記の点に鑑みて、本発明は、容易に認識することが可能な位置合わせマークを有する
配線基板及びその製造方法、並びに前記配線基板に半導体チップやチップキャパシタ等の
各種電子部品を搭載した半導体パッケージを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本配線基板は、積層された同じ組成の樹脂からなる絶縁層の１つであり配線基板の表面
となる表層絶縁層と、前記表層絶縁層内に設けられ、一方の面が前記表層絶縁層の表面に
露出し、他方の面と側面とが前記表層絶縁層に接している銅からなる電極パッドと、前記
表層絶縁層内に設けられ、一方の面が前記表層絶縁層の表面に露出し、他方の面と側面と
が前記表層絶縁層に接している銅からなる位置合わせマークと、前記表層絶縁層の裏面に
設けられ、前記電極パッドの他方の面を露出するビアホールと、前記表層絶縁層の裏面に
設けられ、前記ビアホール内に設けられたビアにより前記電極パッドに接続される配線層
と、を有し、前記位置合わせマークの一方の面は、粗化面とされており、かつ、前記表層
絶縁層の表面に対して窪んだ位置に露出しており、前記電極パッドの一方の面は、粗化面
とされており、かつ、前記表層絶縁層の表面に対して窪んだ位置に露出していることを要
件とする。
【００１９】
　本配線基板の製造方法は、支持体の一方の面に金属層を形成する工程と、前記金属層に
位置合わせマーク及び電極パッドとなる銅からなる第１配線層を積層形成する工程と、前
記金属層及び前記第１配線層を覆うように、前記支持体の前記一方の面に、積層される同
じ組成の樹脂からなる絶縁層の１つであり配線基板の表面となる表層絶縁層を形成する工
程と、前記表層絶縁層に、前記第１配線層の前記電極パッドとなる部分を露出するビアホ
ールを形成する工程と、前記表層絶縁層上に、前記ビアホール内に設けられたビアにより
前記電極パッドと接続される第２配線層を形成する工程と、前記支持体を除去する工程と
、前記金属層を除去し、前記表層絶縁層の表面から窪んだ位置に前記第１配線層の前記位
置合わせマークとなる部分及び前記電極パッドとなる部分を露出させる工程と、前記第１
配線層の前記位置合わせマークとなる部分及び前記電極パッドとなる部分の、前記表層絶
縁層の表面から露出する面を粗化面とする工程と、を有することを要件とする。
【００２０】
　本配線基板の製造方法は、支持体の一方の面に金属層を形成する工程と、前記金属層の
前記支持体と接する面の反対面を粗化面とする工程と、前記金属層に位置合わせマーク及
び電極パッドとなる銅からなる第１配線層を積層形成し、前記第１配線層の前記位置合わ
せマークとなる部分及び前記電極パッドとなる部分の前記反対面と接する面に前記粗化面
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を転写する工程と、前記金属層及び前記第１配線層を覆うように、前記支持体の前記一方
の面に、積層される同じ組成の樹脂からなる絶縁層の１つであり配線基板の表面となる表
層絶縁層を形成する工程と、前記表層絶縁層に、前記第１配線層の前記電極パッドとなる
部分を露出するビアホールを形成する工程と、前記表層絶縁層上に、前記ビアホール内に
設けられたビアにより前記電極パッドと接続される第２配線層を形成する工程と、前記支
持体を除去する工程と、前記金属層を除去して、前記第１配線層の前記位置合わせマーク
となる部分及び前記電極パッドとなる部分の、前記粗化面が転写された面を前記表層絶縁
層の表面から窪んだ位置に露出させる工程と、を有することを要件とする。
【発明の効果】
【００２１】
　開示の技術によれば、容易に認識することが可能な位置合わせマークを有する配線基板
及びその製造方法、並びに前記配線基板に半導体チップやチップキャパシタ等の各種電子
部品を搭載した半導体パッケージを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】従来の配線基板を部分的に例示する断面図である。
【図２】従来の配線基板の製造工程を例示する図（その１）である。
【図３】従来の配線基板の製造工程を例示する図（その２）である。
【図４】従来の配線基板の製造工程を例示する図（その３）である。
【図５】従来の配線基板の製造工程を例示する図（その４）である。
【図６】従来の位置合わせマークが光を反射する様子を説明するための図である。
【図７】第１の実施の形態に係る配線基板を例示する断面図である。
【図８】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その１）である。
【図９】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その２）である。
【図１０】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その３）である。
【図１１】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その４）である。
【図１２】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その５）である。
【図１３】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その６）である。
【図１４】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その７）である。
【図１５】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その８）である。
【図１６】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その９）である。
【図１７】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その１０）である
。
【図１８】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その１１）である
。
【図１９】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その１２）である
。
【図２０】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その１３）である
。
【図２１】第１の実施の形態に係る位置合わせマークが光を反射する様子を説明するため
の図である。
【図２２】第２の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その１）である。
【図２３】第２の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その２）である。
【図２４】第２の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その３）である。
【図２５】第２の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その４）である。
【図２６】第３の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図である。
【図２７】第４の実施の形態に係る配線基板を例示する断面図である。
【図２８】第４の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その１）である。
【図２９】第４の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その２）である。
【図３０】第４の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その３）である。
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【図３１】第４の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その４）である。
【図３２】第５の実施の形態に係る半導体パッケージを例示する断面図である。
【図３３】第５の実施の形態に係る半導体パッケージの製造工程を例示する図（その１）
である。
【図３４】第５の実施の形態に係る半導体パッケージの製造工程を例示する図（その２）
である。
【図３５】第５の実施の形態の変形例に係る半導体パッケージを例示する断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、図面を参照して発明を実施するための形態について説明する。
【００２４】
　〈第１の実施の形態〉
　［第１の実施の形態に係る配線基板の構造］
　始めに、第１の実施の形態に係る配線基板の構造について説明する。図７は、第１の実
施の形態に係る配線基板を例示する断面図である。図７を参照するに、配線基板１０は、
第１配線層１１、第１絶縁層１２、第２配線層１３、第２絶縁層１４、第３配線層１５、
第３絶縁層１６、第４配線層１７、ソルダーレジスト層１８が順次積層された構造を有す
る。
【００２５】
　配線基板１０において、第１配線層１１は、第１絶縁層１２の面１２ａに形成された凹
部１２ｙ内に設けられている。第１配線層１１の面１１ｓは第１絶縁層１２の面１２ａに
対して窪んだ位置に露出している。第１絶縁層１２の面１２ａから第１配線層１１の面１
１ｓまでの距離（深さ）は、例えば５～１５μｍ程度とすることができる。第１配線層１
１の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）等を用いることができる。第１配線層１１の厚さは
、例えば１５～２０μｍ程度とすることができる。凹部１２ｙは、例えば平面視において
円形とすることができる。第１絶縁層１２の材料としては、例えばエポキシ系樹脂やポリ
イミド系樹脂等の絶縁樹脂を用いることができる。第１絶縁層１２の厚さは、例えば５０
μｍ程度とすることができる。
【００２６】
　第１配線層１１は、電極パッド１１ａと位置合わせマーク１１ｂとを含んで構成されて
いる。電極パッド１１ａは、半導体チップやチップキャパシタ、チップレジスタ、チップ
インダクタ等の各種電子部品と接続される接続端子として用いられる。電極パッド１１ａ
は、例えば平面視において円形であり、その直径は例えば５０μｍ程度とすることができ
る。
【００２７】
　位置合わせマーク１１ｂは、半導体チップ等の電子部品を配線基板１０に搭載する際の
位置合わせの基準や、配線基板１０を他の配線基板に搭載する際の位置合わせの基準等と
して用いられる。位置合わせマーク１１ｂは、例えば平面視において円形であり、その直
径は例えば０．３ｍｍ程度とすることができる。但し、位置合わせマーク１１ｂは、平面
視において円形である必要はなく、平面視において矩形や十字形等の任意の形状として構
わない。
【００２８】
　第１配線層１１の面１１ｓ（電極パッド１１ａの面１１ｓ及び位置合わせマーク１１ｂ
の面１１ｓ）は、所定の表面粗さの粗化面とされている。ここで、粗化面とは、表面粗さ
を示すＲａが５０ｎｍ＜Ｒａである面をいうものとする（以降、同様）。第１配線層１１
の面１１ｓ（電極パッド１１ａの面１１ｓ及び位置合わせマーク１１ｂの面１１ｓ）の所
定の表面粗さはＲａ＝１５０ｎｍ程度であることが好ましいが、５０ｎｍ＜Ｒａ＜２００
ｎｍであれば、目的を達成することができる。第１配線層１１の面１１ｓを所定の表面粗
さの粗化面（５０ｎｍ＜Ｒａ＜２００ｎｍ）とする技術的な意義については後述する。
【００２９】
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　第２配線層１３は、第１絶縁層１２の面１２ｂ側に形成されている。第２配線層１３は
、第１絶縁層１２を貫通し電極パッド１１ａの上面を露出する第１ビアホール１２ｘ内に
充填されたビア、及び第１絶縁層１２の面１２ｂに形成された配線パターンを含んで構成
されている。第２配線層１３は、第１ビアホール１２ｘ内に露出した電極パッド１１ａと
電気的に接続されている。第２配線層１３の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）等を用いる
ことができる。第２配線層１３を構成する配線パターンの厚さは、例えば１５～２０μｍ
程度とすることができる。
【００３０】
　第２絶縁層１４は、第１絶縁層１２の面１２ｂに、第２配線層１３を覆うように形成さ
れている。第２絶縁層１４の材料としては、例えばエポキシ系樹脂やポリイミド系樹脂等
を用いることができる。第２絶縁層１４の厚さは、例えば５０μｍ程度とすることができ
る。
【００３１】
　第３配線層１５は、第２絶縁層１４上に形成されている。第３配線層１５は、第２絶縁
層１４を貫通し第２配線層１３の上面を露出する第２ビアホール１４ｘ内に充填されたビ
ア、及び第２絶縁層１４上に形成された配線パターンを含んで構成されている。第３配線
層１５は、第２ビアホール１４ｘ内に露出した第２配線層１３と電気的に接続されている
。第３配線層１５の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）等を用いることができる。第３配線
層１５を構成する配線パターンの厚さは、例えば１５～２０μｍ程度とすることができる
。
【００３２】
　第３絶縁層１６は、第２絶縁層１４上に、第３配線層１５を覆うように形成されている
。第３絶縁層１６の材料としては、例えばエポキシ系樹脂やポリイミド系樹脂等を用いる
ことができる。第３絶縁層１６の厚さは、例えば５０μｍ程度とすることができる。
【００３３】
　第４配線層１７は、第３絶縁層１６上に形成されている。第４配線層１７は、第３絶縁
層１６を貫通し第３配線層１５の上面を露出する第３ビアホール１６ｘ内に充填されたビ
ア、及び第３絶縁層１６上に形成された配線パターンを含んで構成されている。第４配線
層１７は、第３ビアホール１６ｘ内に露出した第３配線層１５と電気的に接続されている
。第４配線層１７の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）等を用いることができる。第４配線
層１７を構成する配線パターンの厚さは、例えば１５～２０μｍ程度とすることができる
。
【００３４】
　ソルダーレジスト層１８は、第３絶縁層１６上に、第４配線層１７を覆うように形成さ
れている。ソルダーレジスト層１８は開口部１８ｘを有し、第４配線層１７の一部はソル
ダーレジスト層１８の開口部１８ｘ内に露出している。ソルダーレジスト層１８の材料と
しては、例えばエポキシ系樹脂やイミド系樹脂等を含む感光性樹脂組成物等を用いること
ができる。ソルダーレジスト層１８の厚さは、例えば５０μｍ程度とすることができる。
【００３５】
　必要に応じ、開口部１８ｘ内に露出する第４配線層１７上に、金属層等を形成してもよ
い。金属層の例としては、Ａｕ層や、Ｎｉ／Ａｕ層（Ｎｉ層とＡｕ層をこの順番で積層し
た金属層）、Ｎｉ／Ｐｄ／Ａｕ層（Ｎｉ層とＰｄ層とＡｕ層をこの順番で積層した金属層
）等を挙げることができる。
【００３６】
　更に、ソルダーレジスト層１８の開口部１８ｘ内に露出する第４配線層１７上に（第４
配線層１７上に金属層等が形成されている場合には、金属層等の上に）はんだボールやリ
ードピン等の外部接続端子を形成しても構わない。外部接続端子は、マザーボード等の実
装基板（図示せず）に設けられたパッドと電気的に接続するための端子であり、必要なと
きに形成することができる。
【００３７】
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　［第１の実施の形態に係る配線基板の製造方法］
　続いて、第１の実施の形態に係る配線基板の製造方法について説明する。図８～図２０
は、第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図である。図８～図２０にお
いて、図７と同一部品については、同一符号を付し、その説明は省略する場合がある。
【００３８】
　始めに、図８に示す工程では、支持体２１を用意する。支持体２１としては、シリコン
板、ガラス板、金属板、金属箔等を用いることができるが、本実施の形態では、支持体２
１として銅箔を用いる。後述する図１０に示す工程等において電解めっきを行う際の給電
層として利用でき、後述する図１７に示す工程において容易にエッチングで除去可能だか
らである。支持体２１の厚さは、例えば３５～１００μｍ程度とすることができる。
【００３９】
　次いで、図９に示す工程では、支持体２１の一方の面に、第１配線層１１を構成する電
極パッド１１ａの形成位置に対応する開口部２２ｘ、及び第１配線層１１を構成する位置
合わせマーク１１ｂの形成位置に対応する開口部２２ｙを有するレジスト層２２を形成す
る。レジスト層２２の厚さは、例えば３０～５０μｍ程度とすることができる。
【００４０】
　具体的には、支持体２１の一方の面に、例えばエポキシ系樹脂やイミド系樹脂等を含む
感光性樹脂組成物からなる液状又はペースト状のレジストを塗布する。或いは、支持体２
１の一方の面に、例えばエポキシ系樹脂やイミド系樹脂等を含む感光性樹脂組成物からな
るフィルム状のレジスト（例えば、ドライフィルムレジスト等）をラミネートする。そし
て、塗布又はラミネートしたレジストを露光、現像することで開口部２２ｘ及び２２ｙを
形成する。これにより、開口部２２ｘ及び２２ｙを有するレジスト層２２が形成される。
なお、予め開口部２２ｘ及び２２ｙを形成したフィルム状のレジストを支持体２１の一方
の面にラミネートしても構わない。
【００４１】
　開口部２２ｘは第１配線層１１を構成する電極パッド１１ａに対応する位置に形成され
るが、その配設ピッチは、例えば１００μｍ程度とすることができる。開口部２２ｘは、
例えば平面視において円形であり、その直径は例えば５０μｍ程度とすることができる。
開口部２２ｙは、例えば平面視において円形であり、その直径は例えば０．３ｍｍ程度と
することができる。但し、開口部２２ｙは、平面視において円形である必要はなく、平面
視において矩形や十字形等の任意の形状として構わない。
【００４２】
　次いで、図１０に示す工程では、支持体２１を給電層に利用する電解めっき法により、
開口部２２ｘ及び２２ｙ内の支持体２１の一方の面に金属層２３を形成する。金属層２３
は、後述する図１７に示す工程で支持体２１を除去する際に、第１配線層１１が同時に除
去されることを防止するために設ける層である。すなわち、金属層２３は、エッチングス
トップ層として機能する。従って、金属層２３の材料としては、支持体２１を除去するた
めのエッチング液により除去できない材料が選択される。
【００４３】
　具体的には、本実施の形態では支持体２１として銅箔を用いているため、金属層２３の
材料としては、銅（Ｃｕ）を除去するためのエッチング液により除去できないニッケル（
Ｎｉ）を用いる。ニッケル（Ｎｉ）から構成される金属層２３は、例えば、めっき浴とし
てスルホン酸ニッケル浴を用いた電解めっき法により形成することができる。めっき浴と
してスルホン酸ニッケル浴を用いた電解めっき法により形成されたニッケル（Ｎｉ）から
構成される金属層２３の一方の面２３ｓは平滑面となる。ここで、平滑面とは、表面粗さ
を示すＲａがＲａ≦５０ｎｍである面をいうものとする（以降、同様）。但し、金属層２
３としては、銅（Ｃｕ）を除去するためのエッチング液により除去できない材料であれば
、ニッケル（Ｎｉ）以外の材料を用いても構わない。金属層２３の厚さは、例えば５～１
５μｍ程度とすることができる。
【００４４】
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　次いで、図１１に示す工程では、支持体２１を給電層に利用する電解めっき法により、
開口部２２ｘ及び２２ｙ内の金属層２３の面２３ｓに第１配線層１１を形成する。第１配
線層１１の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）等を用いることができる。第１配線層１１の
厚さは、例えば１５～２０μｍ程度とすることができる。第１配線層１１は、電極パッド
１１ａと位置合わせマーク１１ｂとを含んで構成されている。電極パッド１１ａは、半導
体チップと接続される接続端子として用いられる。位置合わせマーク１１ｂは、半導体チ
ップ等の電子部品を配線基板１０に搭載する際の位置合わせの基準や、配線基板１０を他
の配線基板に搭載する際の位置合わせの基準等として用いられる。このように、電極パッ
ド１１ａと位置合わせマーク１１ｂとは、同一工程において形成される。
【００４５】
　次いで、図１２に示す工程では、図１１に示すレジスト層２２を除去した後、金属層２
３及び第１配線層１１を覆うように支持体２１の一方の面に第１絶縁層１２を形成する。
第１絶縁層１２の材料としては、例えば熱硬化性を有するフィルム状のエポキシ系樹脂や
ポリイミド系樹脂等、又は、熱硬化性を有する液状又はペースト状のエポキシ系樹脂やポ
リイミド系樹脂等を用いることができる。第１絶縁層１２は、後述する工程（図１３参照
）でレーザ加工法等により第１ビアホール１２ｘを形成しやすくするために、例えばフィ
ラーが含有された加工性に優れた樹脂材を用いることが好ましい。第１絶縁層１２の厚さ
は、例えば５０μｍ程度とすることができる。
【００４６】
　第１絶縁層１２の材料として熱硬化性を有するフィルム状のエポキシ系樹脂やポリイミ
ド系樹脂等を用いた場合には、金属層２３及び第１配線層１１を覆うように支持体２１の
一方の面にフィルム状の第１絶縁層１２をラミネートする。そして、ラミネートした第１
絶縁層１２を押圧した後、第１絶縁層１２を硬化温度以上に加熱して硬化させる。なお、
第１絶縁層１２を真空雰囲気中でラミネートすることにより、ボイドの巻き込みを防止す
ることができる。
【００４７】
　第１絶縁層１２の材料として熱硬化性を有する液状又はペースト状のエポキシ系樹脂や
ポリイミド系樹脂等を用いた場合には、金属層２３及び第１配線層１１を覆うように支持
体２１の一方の面に液状又はペースト状の第１絶縁層１２を例えばスピンコート法等によ
り塗布する。そして、塗布した第１絶縁層１２を硬化温度以上に加熱して硬化させる。
【００４８】
　次いで、図１３に示す工程では、第１絶縁層１２に、第１絶縁層１２を貫通し第１配線
層１１の上面を露出させる第１ビアホール１２ｘを形成する。第１ビアホール１２ｘは、
例えばＣＯ２レーザ等を用いたレーザ加工法により形成することができる。第１ビアホー
ル１２ｘは、第１絶縁層１２として感光性樹脂を用い、フォトリソグラフィ法により第１
絶縁層１２をパターニングすることにより形成しても構わない。又、第１ビアホール１２
ｘは、第１ビアホール１２ｘに対応する位置をマスクするスクリーンマスクを介して液状
又はペースト状の樹脂を印刷し硬化させることにより形成しても構わない。
【００４９】
　次いで、図１４に示す工程では、第１絶縁層１２の面１２ｂ側に第２配線層１３を形成
する。第２配線層１３は、第１ビアホール１２ｘ内に充填されたビア、及び第１絶縁層１
２の面１２ｂに形成された配線パターンを含んで構成される。第２配線層１３は、第１ビ
アホール１２ｘ内に露出した第１配線層１１の電極パッド１１ａと電気的に接続される。
第２配線層１３の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）等を用いることができる。
【００５０】
　第２配線層１３は、セミアディティブ法やサブトラクティブ法等の各種の配線形成方法
を用いて形成することができるが、一例としてセミアディティブ法を用いて第２配線層１
３を形成する方法を以下に示す。
【００５１】
　始めに、無電解めっき法又はスパッタ法により、第１ビアホール１２ｘ内に露出した第
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１配線層１１の電極パッド１１ａの上面、及び第１ビアホール１２ｘの内壁を含む第１絶
縁層１２上に銅（Ｃｕ）等からなるシード層（図示せず）を形成する。更に、シード層上
に第２配線層１３に対応する開口部を備えたレジスト層（図示せず）を形成する。そして
、シード層を給電層に利用した電解めっき法により、レジスト層の開口部に銅（Ｃｕ）等
からなる配線層（図示せず）を形成する。続いて、レジスト層を除去した後に、配線層を
マスクにして、配線層に覆われていない部分のシード層をエッチングにより除去する。こ
れにより、第１絶縁層１２上に第１ビアホール１２ｘ内に充填されたビア、及び第１絶縁
層１２上に形成された配線パターンを含んで構成される第２配線層１３が形成される。
【００５２】
　次いで、図１５に示す工程では、上記と同様な工程を繰り返すことにより、第１絶縁層
１２の面１２ｂ側に、第２絶縁層１４、第３配線層１５、第３絶縁層１６、第４配線層１
７を積層する。すなわち、第１絶縁層１２の面１２ｂに第２配線層１３を被覆する第２絶
縁層１４を形成した後に、第２配線層１３上の第２絶縁層１４の部分に第２ビアホール１
４ｘを形成する。第２絶縁層１４の材料としては、例えば熱硬化性を有するフィルム状の
エポキシ系樹脂やポリイミド系樹脂等、又は、熱硬化性を有する液状又はペースト状のエ
ポキシ系樹脂やポリイミド系樹脂等を用いることができる。
【００５３】
　更に、第２絶縁層１４上に、第２ビアホール１４ｘを介して第２配線層１３に接続され
る第３配線層１５を形成する。第３配線層１５の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）等を用
いることができる。第３配線層１５は、例えばセミアディティブ法により形成される。
【００５４】
　更に、第２絶縁層１４上に第３配線層１５を被覆する第３絶縁層１６を形成した後に、
第３配線層１５上の第３絶縁層１６の部分に第３ビアホール１６ｘを形成する。更に、第
３絶縁層１６上に、第３ビアホール１６ｘを介して第３配線層１５に接続される第４配線
層１７を形成する。第３絶縁層１６の材料としては、例えば熱硬化性を有するフィルム状
のエポキシ系樹脂やポリイミド系樹脂等、又は、熱硬化性を有する液状又はペースト状の
エポキシ系樹脂やポリイミド系樹脂等を用いることができる。第４配線層１７の材料とし
ては、例えば、銅（Ｃｕ）等を用いることができる。第４配線層１７は、例えばセミアデ
ィティブ法により形成される。
【００５５】
　このようにして、支持体２１の一方の面に所定のビルドアップ配線層が形成される。本
実施の形態では、３層のビルドアップ配線層（第２配線層１３、第３配線層１５、及び第
４配線層１７）を形成したが、ｎ層（ｎは１以上の整数）のビルドアップ配線層を形成し
てもよい。
【００５６】
　次いで、図１６に示す工程では、第３絶縁層１６上に、第４配線層１７を覆うように開
口部１８ｘを有するソルダーレジスト層１８を形成する。具体的には、第３絶縁層１６上
に、第４配線層１７を覆うように、例えばエポキシ系樹脂やイミド系樹脂等を含む感光性
樹脂組成物からなるソルダーレジストを塗布する。そして、塗布したソルダーレジストを
露光、現像することで開口部１８ｘを形成する。これにより、開口部１８ｘを有するソル
ダーレジスト層１８が形成される。第４配線層１７の一部は、ソルダーレジスト層１８の
開口部１８ｘ内に露出する。開口部１８ｘ内に露出する第４配線層１７は、マザーボード
等の実装基板（図示せず）に設けられたパッドと電気的に接続するため電極パッドとして
機能する。
【００５７】
　なお、必要に応じ、開口部１８ｘ内に露出する第４配線層１７上に、例えば無電解めっ
き法等により金属層等を形成してもよい。金属層の例としては、Ａｕ層や、Ｎｉ／Ａｕ層
（Ｎｉ層とＡｕ層をこの順番で積層した金属層）、Ｎｉ／Ｐｄ／Ａｕ層（Ｎｉ層とＰｄ層
とＡｕ層をこの順番で積層した金属層）等を挙げることができる。
【００５８】
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　次いで、図１７に示す工程では、図１６に示す支持体２１を除去する。銅箔から構成さ
れている支持体２１は、例えば塩化第二鉄水溶液や塩化第二銅水溶液、過硫酸アンモニウ
ム水溶液等を用いたウエットエッチングにより除去することができる。この際、金属層２
３はニッケル（Ｎｉ）から構成されているため、エッチングストップ層として機能し、金
属層２３に対して支持体２１を選択的にエッチングして除去することができる。この工程
により、金属層２３の他方の面（面２３ｓの反対面）は、第１絶縁層１２から露出する。
なお、第４配線層１７が銅（Ｃｕ）から構成されている場合には、支持体２１とともにエ
ッチングされることを防止するため、第４配線層１７をマスクする必要がある。
【００５９】
　次いで、図１８に示す工程では、図１７に示す金属層２３を除去する。ニッケル（Ｎｉ
）から構成されている金属層２３は、例えばメック（株）製のニッケル除去液・ＮＨ１８
６０等を用いたウエットエッチングにより除去することができる。この工程により、第１
配線層１１の面１１ｓは、第１絶縁層１２の面１２ａに形成された凹部１２ｙ内の第１絶
縁層１２の面１２ａに対して窪んだ位置に露出する。第１絶縁層１２の面１２ａから第１
配線層１１の面１１ｓまでの距離（深さ）は、例えば５～１５μｍ程度とすることができ
る。前述のように、図１０に示す工程で形成された金属層２３の面２３ｓは平滑面である
ため、金属層２３の面２３ｓと接していた第１配線層１１の面１１ｓ（電極パッド１１ａ
の面１１ｓ及び位置合わせマーク１１ｂの面１１ｓ）も平滑面となる。
【００６０】
　次いで、図１９及び図２０に示す工程では、第１配線層１１の面１１ｓ（電極パッド１
１ａの面１１ｓ及び位置合わせマーク１１ｂの面１１ｓ）を所定の表面粗さの粗化面とす
る。これにより、図７に示す配線基板１０が完成する。なお、図２０は、図１９のＡ部を
拡大して例示する断面図である。第１配線層１１の面１１ｓの所定の表面粗さはＲａ＝１
５０ｎｍ程度であることが好ましいが、５０ｎｍ＜Ｒａ＜２００ｎｍであれば構わない。
第１配線層１１の面１１ｓは、例えば蟻酸などの有機酸を含む薬液等を用いたウエットエ
ッチングや、第１配線層１１の面１１ｓ以外の部分をマスクしたブラスト処理等により所
定の表面粗さの粗化面（５０ｎｍ＜Ｒａ＜２００ｎｍ）とすることができる。
【００６１】
　ここでブラスト処理とは、研磨剤を被処理物に高圧で吹きつけ、被処理物の表面粗度を
機械的に調整する処理をいう。ブラスト処理には、エアーブラスト処理、ショットブラス
ト処理、ウェットブラスト処理等があるが、特に、アルミナ砥粒や球状シリカ砥粒等の研
磨剤を水等の溶媒に分散させて被処理物の表面に衝突させ、微細領域の研磨を行うウェッ
トブラスト処理を用いると好適である。なぜならば、ウェットブラスト処理を用いると、
エアーブラスト処理やショットブラスト処理に比べて極めて緻密で損傷の少ない研磨が可
能だからである。又、ウェットブラスト処理では、研磨材を水等の溶媒に分散させている
ため、エアーブラスト処理やショットブラスト処理のように研磨剤が粉塵として空気中に
飛散することがないからである。
【００６２】
　ここで、第１配線層１１の面１１ｓを粗化面とする技術的な意義について説明する。図
２１は、第１の実施の形態に係る位置合わせマークが光を反射する様子を説明するための
図である。図２１において、図７と同一部品については、同一符号を付し、その説明は省
略する場合がある。なお、図２１において、配線基板１０は、図７とは反転して描かれて
いる。前述のように、電極パッド１１ａは、半導体チップと接続される接続端子として用
いられる。すなわち、半導体チップは、配線基板１０の電極パッド１１ａ側に搭載される
が、この際に半導体チップと配線基板１０との位置合わせが必要になる。
【００６３】
　図２１に示すように、半導体チップ（図示せず）と配線基板１０との位置合わせ等の際
には、光源９１により位置合わせマーク１１ｂの面１１ｓに可視光等を照射し、面１１ｓ
における反射光をＣＣＤカメラ等の受光部９２で受光して位置合わせマーク１１ｂを認識
する。そして、認識した位置合わせマーク１１ｂを基準として、半導体チップ（図示せず
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）と配線基板１０との位置合わせを行う。なお、光源９１は受光部９２と重複しない位置
に配置する必要があるため、光源９１からの照射光は位置合わせマーク１１ｂの面１１ｓ
に斜めに入射する。
【００６４】
　ここで、位置合わせマーク１１ｂの面１１ｓは粗化面であるから、位置合わせマーク１
１ｂの面１１ｓが平滑面である場合とは異なり光源９１からの照射光は面１１ｓにおいて
乱反射される。そのため、光源９１からの照射光の多くは受光部９２の方向に進み受光部
９２に入射するため、位置合わせマーク１１ｂを容易に認識することができる。位置合わ
せマーク１１ｂを認識することにより、半導体チップを配線基板１０の正しい位置に搭載
することが可能となる。
【００６５】
　なお、位置合わせマーク１１ｂの面１１ｓへの照射光を乱反射されるためには、位置合
わせマーク１１ｂの面１１ｓの表面粗さを示すＲａが１５０ｎｍ程度であることが好まし
いが、５０ｎｍ＜Ｒａ＜２００ｎｍであれば、目的を達成することができる。
【００６６】
　位置合わせマーク１１ｂの面１１ｓの表面粗さを示すＲａがＲａ≦５０ｎｍである場合
（位置合わせマーク１１ｂの面１１ｓが平滑面である場合）には、前述のように、光源９
１からの照射光は面１１ｓにおいてほとんど乱反射されないため、光源９１からの照射光
のほとんどは受光部９２には入射せず、位置合わせマーク１１ｂを認識することが困難と
なる。
【００６７】
　一方、位置合わせマーク１１ｂの面１１ｓの表面粗さを示すＲａがＲａ≧２００ｎｍで
ある場合には、以下の理由により、位置合わせマーク１１ｂを認識することが困難となる
。すなわち、光源９１からの照射光は過剰に散乱され、位置合わせマーク１１ｂからの反
射光は弱まり、第１絶縁層１２の面１２ａからの反射光と同程度となりその差が小さくな
るからである。このように、位置合わせマーク１１ｂの面１１ｓの表面粗さを示すＲａは
、５０ｎｍ＜Ｒａ＜２００ｎｍであれば好適である。
【００６８】
　なお、配線基板１０において、第１絶縁層１２の面１２ａの表面粗さを、位置合わせマ
ーク１１ｂの表面粗さと異ならせると、より位置合わせマーク１１ｂを検出し易くなり、
好適である。この場合、第１絶縁層１２の面１２ａの表面粗さを、位置合わせマーク１１
ｂの表面粗さより大きくしても小さくしても位置合わせマーク１１ｂを検出し易くなる。
位置合わせマーク１１ｂからの反射光のみが、ＣＣＤカメラ等の受光部９２に入射し易く
なるからである。
【００６９】
　このように、第１の実施の形態によれば、半導体チップと配線基板との位置合わせ等に
用いる位置合わせマークの一方の面を、所定の表面粗さの粗化面（５０ｎｍ＜Ｒａ＜２０
０ｎｍ）とする。これにより、アライメント時に位置合わせマークに照射される光は位置
合わせマークの粗化面で乱反射され、その多くが受光部に到達する。その結果、アライメ
ント時に位置合わせマークを容易に認識することができるため、半導体チップと配線基板
との位置合わせ等の精度を向上することができる。
【００７０】
　〈第２の実施の形態〉
　第２の実施の形態では、図７に示す配線基板１０の他の製造方法について例示する。図
２２～図２５は、第２の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図である。図２
２～図２５において、図７と同一部品については、同一符号を付し、その説明は省略する
場合がある。
【００７１】
　始めに、第１の実施の形態の図８～図１０に示す工程と同一の工程を実行する。次いで
、図２２及び図２３に示す工程では、金属層２３の面２３ｓを粗化面とする。なお、図２
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３は、図２２のＢ部を拡大して例示する断面図である。金属層２３の面２３ｓは、例えば
メック（株）製のニッケル粗化液・ＮＲ１８７０等を用いたウエットエッチングや、金属
層２３の面２３ｓ以外の部分をマスクしたブラスト処理等により所定の表面粗さの粗化面
とすることができる。金属層２３の面２３ｓの所定の表面粗さはＲａ＝１５０ｎｍ程度で
あることが好ましいが、５０ｎｍ＜Ｒａ＜２００ｎｍであれば構わない。
【００７２】
　次いで、図２４及び図２５に示す工程では、第１の実施の形態の図１１に示す工程と同
様に、支持体２１を給電層に利用する電解めっき法により、開口部２２ｘ及び２２ｙ内の
金属層２３の面２３ｓに第１配線層１１を形成する。なお、図２５は、図２４のＣ部を拡
大して例示する断面図である。金属層２３の面２３ｓは、図２２及び図２３に示す工程で
所定の表面粗さの粗化面とされているため、金属層２３の面２３ｓと接する第１配線層１
１の面１１ｓにも所定の表面粗さの粗化面が転写される。すなわち、第１配線層１１の面
１１ｓ（電極パッド１１ａの面１１ｓ及び位置合わせマーク１１ｂの面１１ｓ）の表面粗
さも、金属層２３の面２３ｓの表面粗さと同様に、５０ｎｍ＜Ｒａ＜２００ｎｍとなる。
なお、第１配線層１１の詳細（材料や厚さ等）については、第１の実施の形態と同様であ
るため、その説明は省略する。
【００７３】
　次いで、第１の実施の形態の図１２～図１８に示す工程と同一の工程を実行する。図１
８に示す工程と同様にして図２４及び図２５に示す金属層２３を除去することにより、所
定の表面粗さの粗化面とされた第１配線層１１の面１１ｓは、第１絶縁層１２の面１２ａ
に形成された凹部１２ｙ内の第１絶縁層１２の面１２ａに対して窪んだ位置に露出し、図
７に示す配線基板１０が完成する。
【００７４】
　このように、第２の実施の形態によれば、第１の実施の形態とは異なる製造方法により
、半導体チップと配線基板との位置合わせ等に用いる位置合わせマークの表面を所定の表
面粗さの粗化面とする。これにより、第１の実施の形態と同様の効果を奏する。
【００７５】
　〈第３の実施の形態〉
　第３の実施の形態では、図７に示す配線基板１０の他の製造方法について例示する。図
２６は、第３の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図である。図２６におい
て、図７と同一部品については、同一符号を付し、その説明は省略する場合がある。
【００７６】
　始めに、第１の実施の形態の図８～図９に示す工程と同一の工程を実行する。次いで、
図２６に示す工程では、支持体２１を給電層に利用する電解めっき法により、開口部２２
ｘ及び２２ｙ内の支持体２１の一方の面に金属層２３を形成する。この際、ニッケル（Ｎ
ｉ）から構成される金属層２３を形成するために使用するめっき液の組成や電流密度を予
め適切に調整することにより、金属層２３の面２３ｓを、表面粗さを示すＲａが５０ｎｍ
＜Ｒａ＜２００ｎｍである粗化面とすることができる。めっき液の組成は、例えば硫酸ニ
ッケル２６４ｇ／ｌ、ホウ酸３０ｇ／ｌ、塩化ニッケル５０ｇ／ｌとすることができる。
又、電流密度は、例えば０．３～０．４Ａ／ｄｍ２とすることができる。
【００７７】
　このように、電解めっき法に用いるめっき液の組成や電流密度を予め適切に調整するこ
とにより、金属層２３を形成すると同時に、金属層２３の面２３ｓを所定の表面粗さ粗化
面（５０ｎｍ＜Ｒａ＜２００ｎｍ）とすることができる。
【００７８】
　次いで、第２の実施の形態の図２４及び図２５に示す工程と同一の工程を実行し、金属
層２３の面２３ｓと接する第１配線層１１の面１１ｓに所定の表面粗さの粗化面を転写す
る。これにより、第１配線層１１の面１１ｓ（電極パッド１１ａの面１１ｓ及び位置合わ
せマーク１１ｂの面１１ｓ）の表面粗さも、金属層２３の面２３ｓの表面粗さと同様に、
５０ｎｍ＜Ｒａ＜２００ｎｍとなる。
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【００７９】
　更に、第１の実施の形態の図１２～図１８に示す工程と同一の工程を実行する。図１８
に示す工程と同様にして図２６に示す金属層２３を除去することにより、所定の表面粗さ
の粗化面とされた第１配線層１１の面１１ｓは、第１絶縁層１２の面１２ａに形成された
凹部１２ｙ内の第１絶縁層１２の面１２ａに対して窪んだ位置に露出し、図７に示す配線
基板１０が完成する。
【００８０】
　このように、第３の実施の形態によれば、第１及び第２の実施の形態とは異なる製造方
法により、半導体チップと配線基板との位置合わせ等に用いる位置合わせマークの表面を
所定の表面粗さの粗化面とする。これにより、第１及び第２の実施の形態と同様の効果を
奏するが、更に以下の効果を奏する。
【００８１】
　すなわち、電解めっき法に用いるめっき液の組成や電流密度を調整することにより、金
属層を形成すると同時に、金属層の一方の面を粗化面とすることができる。その結果、第
１の実施の形態のように、金属層を形成する工程とは別に配線層の一方の面を粗化面とす
る工程を設けたり、第２の実施の形態のように、金属層を形成する工程とは別に金属層の
一方の面を粗化面とする工程を設けたりする必要がなくなるため、配線基板の製造工程を
簡略化することができる。
【００８２】
　〈第４の実施の形態〉
　第４の実施の形態では、図７に示す配線基板１０の凹部１２ｙの深さを調整する方法に
ついて例示する。
【００８３】
　図２７は、第４の実施の形態に係る配線基板を例示する断面図である。図２７において
、図７と同一部品については、同一符号を付し、その説明は省略する場合がある。図２７
を参照するに、配線基板３０は、凹部１２ｙが深くなった点が配線基板１０と異なってい
る。第１絶縁層１２の面１２ａから第１配線層１１の面１１ｓまでの距離（深さ）は、例
えば１５～３０μｍ程度とすることができる。凹部１２ｙを深くすることにより、例えば
電極パッド１１ａ上にはんだボールを搭載するような場合に、はんだボールを凹部１２ｙ
内に容易に配置することができる。
【００８４】
　図２８～図３１は、第４の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図である。
図２８～図３１において、図７と同一部品については、同一符号を付し、その説明は省略
する場合がある。
【００８５】
　始めに、第１の実施の形態の図８及び図９に示す工程と同一の工程を実行する。次いで
、図２８に示す工程では、支持体２１を給電層に利用する電解めっき法により、開口部２
２ｘ及び２２ｙ内の支持体２１の一方の面に深さ調整層２４を形成する。深さ調整層２４
の材料としては、支持体２１と同一のエッチング液により除去できる材料を選択すること
が好ましい。このようにすることで、後述する図３１に示す工程において、同一のエッチ
ング液を用いたウエットエッチングにより、支持体２１及び深さ調整層２４を同時に除去
することができる。本実施の形態では、支持体２１の材料は銅（Ｃｕ）であるから、深さ
調整層２４の材料も銅（Ｃｕ）を用いる。深さ調整層２４の厚さは、凹部１２ｙを所望の
深さにするために任意の値にすることができるが、一例を挙げれば１０～１５μｍ程度で
ある。
【００８６】
　次いで、図２９に示す工程では、支持体２１を給電層に利用する電解めっき法により、
開口部２２ｘ及び２２ｙ内の深さ調整層２４上に金属層２３を形成する。そして、第２の
実施の形態の図２２及び図２３に示す工程と同一の工程を実行することにより、金属層２
３の面２３ｓを粗化面とする。なお、金属層２３の詳細（材料や厚さ等）については、第
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１の実施の形態と同様であるため、その説明は省略する。
【００８７】
　次いで、図３０に示す工程では、第２の実施の形態の図２４及び図２５に示す工程と同
様に、支持体２１を給電層に利用する電解めっき法により、開口部２２ｘ及び２２ｙ内の
金属層２３の面２３ｓに第１配線層１１を形成する。金属層２３の面２３ｓは、図２９に
示す工程で粗化面とされているため、金属層２３の面２３ｓと接する第１配線層１１の面
１１ｓも粗化面となる。なお、第１配線層１１の詳細（材料や厚さ等）については、第１
の実施の形態と同様であるため、その説明は省略する。
【００８８】
　次いで、第１の実施の形態の図１２～図１６に示す工程と同一の工程を実行した後、図
３１に示す工程では、図３０に示す支持体２１及び深さ調整層２４を除去する。本実施の
形態では、支持体２１の材料と深さ調整層２４の材料は、いずれも銅（Ｃｕ）を用いてい
るため、例えば塩化第二鉄水溶液、塩化第二銅水溶液又は過硫酸アンモニウム水溶液等を
用いたウエットエッチングにより、支持体２１及び深さ調整層２４を同時に除去すること
ができる。この際、金属層２３はニッケル（Ｎｉ）から構成されているため、エッチング
ストップ層として機能し、金属層２３に対して支持体２１及び深さ調整層２４を選択的に
エッチングして除去することができる。この工程により、金属層２３の他方の面（面２３
ｓの反対面）は、凹部１２ｙ内に露出する。なお、第４配線層１７が銅（Ｃｕ）から構成
されている場合には、支持体２１及び深さ調整層２４とともにエッチングされることを防
止するため、第４配線層１７をマスクする必要がある。
【００８９】
　次いで、第１の実施の形態の図１８に示す工程と同一の工程を実行する。図３１に示す
金属層２３を除去することにより、所定の表面粗さの粗化面とされた第１配線層１１の面
１１ｓは、第１絶縁層１２の面１２ａに形成された凹部１２ｙ内の第１絶縁層１２の面１
２ａに対して窪んだ位置に露出し、図２７に示す配線基板３０が完成する。配線基板３０
において、凹部１２ｙの深さは、図７に示す配線基板１０と比べると、深さ調整層２４の
厚さ分だけ深くなっている。
【００９０】
　なお、深さ調整層２４を設けずに金属層２３を厚くしても、同様に凹部１２ｙを深くす
ることができる。しかし、ニッケル（Ｎｉ）をエッチングで除去するのに要する時間は、
同じ厚さの銅（Ｃｕ）をエッチングで除去するのに要する時間よりも長くなる。そのため
、配線基板３０の製造に要する時間を短縮する観点からは、ニッケル（Ｎｉ）から構成さ
れている金属層２３を厚くするよりも、銅（Ｃｕ）から構成されている深さ調整層２４を
新たに設ける方が好ましい。
【００９１】
　このように、第４の実施の形態によれば、第１及び第２の実施の形態と同様の効果を奏
するが、更に以下の効果を奏する。すなわち、深さ調整層を設けることにより、第１配線
層の形成されている凹部を任意の深さに調整することができる。その結果、例えば電極パ
ッド１１ａ上にはんだボールを搭載するような場合に、はんだボールを凹部内に容易に配
置することができる。
【００９２】
　なお、第４の実施の形態の図２９に示す工程を、第３の実施の形態の図２６に示す工程
と置換しても構わない。この場合には、更に第３の実施の形態と同様の効果を奏する。
【００９３】
　〈第５の実施の形態〉
　第５の実施の形態では、配線基板１０に半導体チップを搭載した半導体パッケージにつ
いて例示する。
【００９４】
　［第５の実施の形態に係る半導体パッケージの構造］
　始めに、第５の実施の形態に係る半導体パッケージの構造について説明する。図３２は
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、第５の実施の形態に係る半導体パッケージを例示する断面図である。図３２において、
図７と同一部品については、同一符号を付し、その説明は省略する場合がある。
【００９５】
　図３２を参照するに、半導体パッケージ４０は、図７に示す配線基板１０と、半導体チ
ップ５０と、はんだバンプ６０と、アンダーフィル樹脂７０とを有する。半導体パッケー
ジ４０において、半導体チップ５０は、配線基板１０の略中央部に、はんだバンプ６０を
介して搭載され、アンダーフィル樹脂７０で封止されている。なお、図３２において、配
線基板１０は、図７とは反転して描かれている。
【００９６】
　半導体チップ５０は、半導体基板５１と、電極パッド５２とを有する。半導体基板５１
は、例えばシリコン（Ｓｉ）等からなる基板に半導体集積回路（図示せず）が形成された
ものである。電極パッド５２は、半導体基板５１の一方の側に形成されており、半導体集
積回路（図示せず）と電気的に接続されている。電極パッド５２の材料としては、例えば
Ａｌ等を用いることができる。
【００９７】
　はんだバンプ６０は、配線基板１０の電極パッド１１ａと半導体チップ５０の電極パッ
ド５２とを電気的に接続している。はんだバンプ６０の材料としては、例えばＰｂを含む
合金、ＳｎとＣｕの合金、ＳｎとＡｇの合金、ＳｎとＡｇとＣｕの合金等を用いることが
できる。
【００９８】
　アンダーフィル樹脂７０は、配線基板１０と半導体チップ５０との間に充填されている
。アンダーフィル樹脂７０は、配線基板１０と半導体チップ５０との熱膨張率の差に起因
して、はんだバンプ６０を含む配線基板１０と半導体チップ５０との接続部に生じる熱応
力を緩和する機能を有する。アンダーフィル樹脂７０としては、熱硬化性の比較的粘度の
低い液状の絶縁樹脂等を用いることができる。
【００９９】
　なお、半導体チップ５０の他に、チップキャパシタやチップレジスタ等の各種電子部品
を搭載しても構わない。
【０１００】
　［第５の実施の形態に係る半導体パッケージの製造方法］
　続いて、第５の実施の形態に係る半導体パッケージの製造方法について説明する。図３
３及び図３４は、第５の実施の形態に係る半導体パッケージの製造工程を例示する図であ
る。図３３及び図３４において、図２１及び図３２と同一部品については、同一符号を付
し、その説明は省略する場合がある。
【０１０１】
　始めに、図３３に示す工程では、図７に示す配線基板１０と周知の方法で作製された半
導体チップ５０とを準備し、配線基板１０の電極パッド１１ａ上にプレソルダー６１を、
半導体チップ５０の電極パッド５２上にプレソルダー６２を形成する。プレソルダー６１
及び６２の材料としては、例えばＰｂを含む合金、ＳｎとＣｕの合金、ＳｎとＡｇの合金
、ＳｎとＡｇとＣｕの合金等を用いることができる。プレソルダー６１及び６２は、配線
基板１０の電極パッド１１ａ上及び半導体チップ５０の電極パッド５２上に、はんだペー
ストを塗布し、所定の温度でリフローすることにより形成することができる。
【０１０２】
　次いで、図３４に示す工程では、配線基板１０の電極パッド１１ａ側と半導体チップ５
０の電極パッド５２側とを対向させて、プレソルダー６１と６２とが対応する位置に来る
ように位置合わせを行う。配線基板１０と半導体チップ５０との位置合わせは、光源９１
及びＣＣＤカメラ等の受光部９２を有するアライメント装置（図示せず）を用いて行うこ
とができる。
【０１０３】
　具体的には、光源９１により位置合わせマーク１１ｂの面１１ｓに可視光等を照射し、
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面１１ｓにおける反射光をＣＣＤカメラ等の受光部９２で受光して位置合わせマーク１１
ｂを認識する。そして、認識した位置合わせマーク１１ｂを基準として、配線基板１０と
半導体チップ５０との位置合わせを行う。
【０１０４】
　前述のように、位置合わせマーク１１ｂの面１１ｓは所定の表面粗さの粗化面（５０ｎ
ｍ＜Ｒａ＜２００ｎｍ）であるから、光源９１からの照射光は面１１ｓにおいて乱反射さ
れる。そのため、光源９１からの照射光の多くは受光部９２の方向に進み、受光部９２に
入射するため、位置合わせマーク１１ｂを容易に認識することができる。位置合わせマー
ク１１ｂを認識することにより、半導体チップ５０を配線基板１０の正しい位置に搭載す
ることが可能となる。
【０１０５】
　なお、半導体チップ５０の他にチップキャパシタやチップレジスタ等の各種電子部品を
搭載する場合には、同様に位置合わせマーク１１ｂを認識することにより、チップキャパ
シタやチップレジスタ等の各種電子部品を配線基板１０の正しい位置に搭載することが可
能となる。
【０１０６】
　次いで、プレソルダー６１及び６２を例えば２３０℃に加熱して融解させることにより
、はんだバンプ６０を形成し、更に配線基板１０と半導体チップ５０との間に、熱硬化性
の比較的粘度の低い液状の絶縁樹脂等から構成されるアンダーフィル樹脂７０を充填して
所定の温度に加熱し硬化させることにより、図３２に示す半導体パッケージ４０が完成す
る。
【０１０７】
　このように、第５の実施の形態によれば、一方の面が所定の表面粗さの粗化面（５０ｎ
ｍ＜Ｒａ＜２００ｎｍ）とされた位置合わせマークを有する配線基板に半導体チップを搭
載することにより、位置合わせマークを容易に認識することができるため、半導体チップ
を配線基板の正しい位置に搭載した半導体パッケージを製造することが可能となる。
【０１０８】
　なお、製造された半導体パッケージをマザーボード等の実装基板に搭載する際にも、位
置合わせマークを容易に認識することができるため、半導体パッケージをマザーボード等
の実装基板の正しい位置に搭載することが可能となる。
【０１０９】
　〈第５の実施の形態の変形例〉
　第５の実施の形態では、電極パッド１１ａを半導体チップ搭載用の電極パッドとして用
い、位置合わせマーク１１ｂを半導体チップを搭載する際の位置合わせの基準等として用
いる例を示した。第５の実施の形態の変形例では、電極パッド１１ａをチップキャパシタ
等の各種電子部品搭載用の電極パッドやマザーボード等の実装基板と接続するための外部
接続端子を形成する電極パッド（ＢＧＡパッドやＰＧＡパッド）として用い、位置合わせ
マーク１１ｂをチップキャパシタ等の各種電子部品や外部接続端子となるはんだボール等
を搭載する際の位置合わせの基準等として用いる例を示す。第５の実施の形態の変形例に
おいて、第５の実施の形態と共通する部分についてはその説明を省略し、第５の実施の形
態と異なる部分を中心に説明する。
【０１１０】
　図３５は、第５の実施の形態の変形例に係る半導体パッケージを例示する断面図である
。図３５において、図３２と同一部品については、同一符号を付し、その説明は省略する
場合がある。図３５を参照するに、半導体パッケージ４０Ａにおいて、配線基板１０Ａの
一方の面には半導体チップ５０が搭載されており、配線基板１０Ａの他方の面にはチップ
キャパシタ５５が搭載されるとともに、外部接続端子５７が形成されている。
【０１１１】
　配線基板１０Ａは、配線基板１０と同様の製造方法により形成された基板である。ただ
し、配線基板１０が、第１配線層１１側に半導体チップを搭載できるように第１配線層１
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１の電極パッド１１ａのピッチをソルダーレジスト層１８の開口部１８ｘ内に露出する第
４配線層１７のピッチよりも狭く形成していたのに対し、配線基板１０Ａでは第４配線層
１７側に半導体チップを搭載できるようにソルダーレジスト層１８の開口部１８ｘ内に露
出する第４配線層１７のピッチを第１配線層１１の電極パッド１１ａのピッチよりも狭く
形成している点が異なる。
【０１１２】
　配線基板１０Ａでは、ソルダーレジスト層１８の開口部１８ｘ内に露出する第４配線層
１７が半導体チップと接続される電極パッドとして機能する。第１配線層１１の電極パッ
ド１１ａは、チップキャパシタ５５等の各種電子部品搭載用の電極パッドやマザーボード
等の実装基板と接続するための外部接続端子５７を形成する電極パッド（ＢＧＡパッドや
ＰＧＡパッド）として機能する。
【０１１３】
　チップキャパシタ５５は、はんだ５６により電極パッド１１ａと電気的に接続されてい
る。はんだ５６の材料としては、例えばＰｂを含む合金、ＳｎとＣｕの合金、ＳｎとＡｇ
の合金、ＳｎとＡｇとＣｕの合金等を用いることができる。
【０１１４】
　外部接続端子５７は、電極パッド１１ａ上に形成されている。外部接続端子５７は、例
えば凹部１２ｙ内の電極パッド１１ａ上にはんだボールを配置し、溶融させることにより
形成することができる。はんだボールの材料としては、例えばＰｂを含む合金、ＳｎとＣ
ｕの合金、ＳｎとＡｇの合金、ＳｎとＡｇとＣｕの合金等を用いることができる。但し、
外部接続端子５７として、リードピン等を用いても構わない。
【０１１５】
　但し、第５の実施の形態の変形例では外部接続端子５７を形成しているが、外部接続端
子５７は必ずしも形成する必要はない。要は、必要なときに外部接続端子５７等を形成で
きるように、第１配線層１１の一部が第１絶縁層１２から露出し、パッドとして用いるこ
とができるようにされていれば十分である。
【０１１６】
　位置合わせマーク１１ｂは、配線基板１０Ａにチップキャパシタ５５等の各種電子部品
や外部接続端子５７となるはんだボール等を搭載する際の位置合わせの基準等として用い
られる。なお、チップキャパシタ５５以外に、チップレジスタやチップインダクタ等の各
種電子部品を搭載しても構わない。
【０１１７】
　このように、第５の実施の形態の変形例によれば、一方の面が所定の表面粗さの粗化面
（５０ｎｍ＜Ｒａ＜２００ｎｍ）とされた位置合わせマークを備えた配線基板を有する半
導体パッケージにチップキャパシタ等の各種電子部品や外部接続端子となるはんだボール
等を搭載する。この際、一方の面が所定の表面粗さの粗化面（５０ｎｍ＜Ｒａ＜２００ｎ
ｍ）とされた位置合わせマークは容易に認識することができるため、チップキャパシタ等
の各種電子部品や外部接続端子となるはんだボール等を配線基板の正しい位置に搭載した
半導体パッケージを製造することが可能となる。
【０１１８】
　又、第５の実施の形態や第５の実施の形態の変形例に示したように、位置合わせマーク
１１ｂは、配線基板１０や配線基板１０Ａに半導体チップ、チップキャパシタ、チップレ
ジスタ、チップインダクタ等の各種電子部品を搭載する際の位置合わせの基準や、配線基
板１０や配線基板１０Ａを他の配線基板に搭載する際の位置合わせの基準等として用いる
ことができる。又、位置合わせマーク１１ｂは、配線基板１０や配線基板１０Ａに、外部
接続端子５７となるはんだボール等の電子部品以外の部品を搭載する際の位置合わせの基
準として用いることができる。
【０１１９】
　以上、好ましい実施の形態について詳説したが、上述した実施の形態に制限されること
はなく、特許請求の範囲に記載された範囲を逸脱することなく、上述した実施の形態に種
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【０１２０】
　例えば、各実施の形態では、絶縁層から露出する電極パッドの一方の面及び位置合わせ
マークの一方の面を所定の表面粗さの粗化面（５０ｎｍ＜Ｒａ＜２００ｎｍ）とする例を
示したが、少なくとも絶縁層から露出する位置合わせマークの一方の面が所定の表面粗さ
の粗化面（５０ｎｍ＜Ｒａ＜２００ｎｍ）とされていれば十分である。
【符号の説明】
【０１２１】
　１０、１０Ａ、３０　配線基板
　１１　第１配線層
　１１ａ　電極パッド
　１１ｂ　位置合わせマーク
　１１ｓ、１２ａ、１２ｂ、２３ｓ　面
　１２　第１絶縁層
　１２ｘ　第１ビアホール
　１２ｙ　凹部
　１３　第２配線層
　１４　第２絶縁層
　１４ｘ　第２ビアホール
　１５　第３配線層
　１６　第３絶縁層
　１６ｘ　第３ビアホール
　１７　第４配線層
　１８　ソルダーレジスト層
　１８ｘ、２２ｘ、２２ｙ　開口部
　２１　支持体
　２２　レジスト層
　２３　金属層
　２４　深さ調整層
　４０、４０Ａ　半導体パッケージ
　５０　半導体チップ
　５１　半導体基板
　５２　電極パッド
　５５　チップキャパシタ
　５６　はんだ
　５７　外部接続端子
　６０　はんだバンプ
　６１、６２　プレソルダー
　７０　アンダーフィル樹脂
　９１　光源
　９２　受光部



(21) JP 5603600 B2 2014.10.8

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(22) JP 5603600 B2 2014.10.8

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(23) JP 5603600 B2 2014.10.8

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(24) JP 5603600 B2 2014.10.8

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】



(25) JP 5603600 B2 2014.10.8

【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】



(26) JP 5603600 B2 2014.10.8

【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】



(27) JP 5603600 B2 2014.10.8

【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】



(28) JP 5603600 B2 2014.10.8

【図２９】 【図３０】

【図３１】 【図３２】



(29) JP 5603600 B2 2014.10.8

【図３３】 【図３４】

【図３５】



(30) JP 5603600 B2 2014.10.8

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００９－０３３１８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５９－１３４８４０（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第９８／０２７７９８（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開昭５８－０３５９５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０４７８９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１９８４６２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２００１８７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０５Ｋ　　　１／０２　　　　
              Ｈ０５Ｋ　　　３／００　　　　
              Ｈ０５Ｋ　　　３／４６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

